
質問内容 回答

No.1
会場設置ではなく、施設などへ出向く出前講座は対象とな

るか。

施設の場所を借りて会場とし、その施設の方を含めた

広く市民に向けた講座を行うことは問題ありません。

一方で、講座の受講者をその施設の方に限ってしまう

と市民向け講座ではなくなりますので、対象から外れ

てしまいます。

質問に対する回答（令和5年9月25日更新分） 

調達件名：提案型障がい者コミュニケーション市民講座企画運営業務


